
〔大阪市民間老朽住宅建替支援事業建替建設費補助制度〕

【解体費用】　４/５以内

【設計費用等】２/３以内

紙面の都合上、省略している部分がありますので、詳しくは相談窓口（裏面）へお問い合わせください。

古い建物を集合住宅（マンション・アパートなど）に建替える場合、実施設計費、工事監理費、解体
費、共同施設整備費の一部を補助します。

重点対策地区 （次ページ参照）

令和８年度版

35㎡以上120㎡以下 (小規模住宅は、18㎡以上)

集合住宅（耐火建築物、準耐火建築物など）

問わない ３階建て以上

敷地面積

住戸規模

建物等の後退・空地等

建物形式

階数

実施設計費・工事監理費
解体費等(解体・整地)

空地等整備費(通路･緑地等)
住宅用駐車施設整備費
共用通行部分整備費(EV整備)
共用通行部分整備費(EV以外)
機械式駐車場整備費
供給処理施設整備費　等

道路境界線から50cm以上後退し、接道部の周辺に敷地面積の5％以上の
空地（緑地を含む）を整備

200㎡ 以上 200㎡ 以上100㎡ 以上
200㎡ 未満
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単独建替 共同建替

※2

建築年

用途

昭和56年5月31日以前

問わない（解体後2年以内の跡地でも可）
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後
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件
※1

建替え前 建替え後

2026.4

※1 その他の要件は建設
基準（次ページ参照）
をご覧ください。

※2 補助対象項目ごとに
限度額があります。

「大阪市民間老朽住宅建替支援事業建替建設費補助制度(集合住宅への建替え)」ホームページ
▶ ht tps: //www.cit y.osaka. lg. jp/toshiseibi/page/0000531918.html

大阪市立住まい情報センター4階 ⑤番窓口
〒530-0041　大阪市北区天神橋6丁目4－20
営業時間：平日・土曜 9時～17時30分、祝日 10時～17時
休業日：

TEL.06（6882）7053

火曜（祝日の場合は翌日）、日曜
祝日の翌日（月曜の場合は除く）、年末年始  

大阪市都市整備局
耐震・密集市街地整備 受付窓口

Osaka Metro谷町線・堺筋線、阪急電鉄「天神橋筋六丁目駅」3号出口直結
JR大阪環状線「天満駅」から北へ約650m
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左図の　　　のエリア
（下表の 網かけ のエリア）は
令和９年度より補助制度の
対象外となります。
ご注意ください。

福島区福島区

西淀川区西淀川区

淀川区淀川区

東淀川区東淀川区

旭区旭区

城東区城東区 鶴見区鶴見区

東成区東成区

生野区生野区

西成区西成区

天王寺区天王寺区

阿倍野区阿倍野区

東住吉区東住吉区

此花区此花区

港区港区

北区北区
都島区都島区

住吉区住吉区

住之江区住之江区

大正区大正区

浪速区浪速区

西区西区
中央区中央区

平野区平野区

重点対策地区

オンライン申請ができます！

生野西1～4丁目、勝山北3～5丁目、勝山南1～2丁目、鶴橋1～2丁目、鶴橋3～5丁目、
中川西1丁目、中川西2～3丁目、林寺1丁目、桃谷2丁目(5番の一部(生玉片江線以北))、
桃谷3～5丁目

下味原町、東上町

天王寺町北1丁目(1～5番、6番の一部、7～10番(天王寺吾彦線以東))、
天王寺町北2～3丁目、天王寺町南1丁目(1番)、天王寺町南2丁目(1番、2番、5番、6番)、
天王寺町南3丁目(1番)、

大今里西3丁目、玉津3丁目、東小橋3丁目(15～20番(岩崎橋今里線(千日前通)以南))

※ 次ページ網かけの地区については２／３以内
※ 裏面エリア図の網かけ部分については、
　 補助率等が異なります。
　 詳しくは別途お問い合わせをお願い
　 いたします。
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第5　住棟へのアプロ－チ等における主な歩行空間の幅
　員は90ｃｍ以上とし、高低差が生じる場合にはできる
　限り傾斜路を設けること。

・本制度を活用して老朽住宅の建替えを実施する場合に、一定の要件を満たすものについては、
　お住まいの方の移転先として、生野区南部地区整備事業において建設した再開発住宅を活用することができます。
　詳しくは下記お問い合わせ先までご連絡ください。
　　お問い合わせ先｜大阪市都市整備局 住環境整備課 密集市街地整備グループ（大阪市役所7階）　TEL.06-6208-9233

・大阪市では、古い木造住宅等の解体の際に利用できる補助制度や、狭あい道路に面した建物の建替え等の際、
　後退した部分を道路として整備する場合、拡幅整備費用の一部を補助する制度があります。
　詳しくは大阪市ホームページをご確認ください。

・  12月28日までに交付申請を行い、3月15日までに
　建替え工事等の完了報告を行ってください。

15

補助金の交付申請前に設計及び工事の契約をした
場合は、原則補助金を受けることができません。
（交付申請前に契約（設計契約を除く）をした場合
であっても、工事着手までに十分な期間がある場合
は申請できる場合がありますので、ご相談ください。）
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12月28日まで

事前相談
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・オンライン申請ができます。
　　　　　　　アクセスはこちら⇒


